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◆「政府通達の５つの主な内容」 

（1）適用地域： 広州、深セン、東莞等の華南地域。 

（2）適用対象： 来料加工のみを行っている工場（法人資格を有していない場合）。 

（3）特   徴： ①同一の場所で、②生産を停止せずに、③「法人資格を有する外資系企業」へ形態を変更する。 

（4）基本手順：   

 

 ①元の来料加工協議の当事者の間に

「協議終結」について書面で合意する 
  

 ②主管部門にその協議終結

の承認を申請する 
   

 

     

 ⑤主管部門の審査を受け、元の来料加工工場の閉鎖

手続を行う（新会社の設立日から 6 ヵ月以内） 
   

（5）その他留意点：  

① 6 ヵ月以内に全ての手続を完了すること。 

② 法人形態の変更中には「来料加工工場（手続き中）」と「新会社」の二法人が同時に存在することが認められる。 

③ 環境保護、消防等に関する許認可や生産能力証明等の資格については、変更前後の経営範囲、生産規模、工場、建物等 

に変更がない場合、新会社がそれらを引き継いで利用することができる。 

④ 来料加工工場の設備等については、現物出資として新会社へ出資することができる。 

⑤ 無償輸入設備および保税原材料等は新会社へ移転することができる。 また、その輸入設備に対する税関の監督管理期間 

については、来料加工工場から引き継いで計算することができる。 

 

 

  

 

         

政府通達：  

「来料加工企業が同一の場所で生産を停止せずに形態転換するための操作指南」  

✔施 行 日： 2008 年 8 月 6 日 

✔公布部門： 広東省の対外貿易経済合作庁、外貨管理局、税務局等（11 部門） 

⇒影響効果： 製品の生産を停止させることなく、 

法人形態が変更できる。 
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【滴水穿石】 
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←解 説  

来料加工の説明については、

前回（8/24）をご参考ください。 

①従来の来料加工協議を締結した各契約

者と終止協議を締結する。  

今回は外資系企業への形

態転換のポイントをご確認く

ださい。形態転換にかかる手

続き、コストをより軽減し、ス

ムーズな移行を後押しする施

策となっています。 

⑤主管部門の審査を受け、来料加工工場の閉鎖手続きを

行う（新会社の設立日から 6 ヵ月以内）。 

②対外経済貿易主管部門にその

終止協議の承認を申請する。 

 

③承認を取得し、法人資格を有す

る新会社の設立手続きを行う。 

④税関で来料加工工場の無償輸入設備等の処理を行う

（税関における新会社の登記日から 3 ヵ月以内）。 


